
要電源児者の把握及び災害時支援等体制に係る
状況等調査結果について

令和5年3月15日
岐阜県健康福祉部医療福祉連携推進課

１

資料３



１ 要電源児者の災害時支援担当部局

担当部局なしの主な理由

・災害時における支援は、地域防災
計画及び災害対策本部の指示のも
と部局が決定するため

・障害福祉、防災担当課など複数課
にまたがっているため

・担当ではなく、各課連携をとって
行っている

・福祉担当課と防災担当課にて連携
予定 ・協議中のため

２

要電源児者の災害時支援担当部局

担当部局（担当
課）なし8（19％）

福祉担当課 34（81％）



２ 医療的ケア児者の把握状況

（市町村）

・対象児はいない

要電源児者
312名

３

0 5 10 15 20

その他

個人を特定しての把握をしていない

把握に努めた結果、現在対象者は市町

村内にいないことを確認済である

個人を特定しての把握に努めているが、

十分な把握には至っていない

個人を特定している

要電源児者の把握状況

R2調査時と

比べて倍以
上に増えて
いる

6

17

17

1

1

R2調査時よ
り増加



２ 医療的ケア児者の把握状況

回答数：22市町村

※使用している医療機器の型式、稼働に必要な電力量等の詳細な情報を把握している
市町村は無かった

（市町村数）

４

0 5 10 15

その他

医療的ケアの内容については把握してい

ない

医療的ケアの内容を把握しているが、使用

している機器は把握していない

医療的ケアの内容、使用している医療機器

を把握している

医療的ケア等に関する把握情報の状況

・一部の人の使用している医療
機器の把握はしている

・医療的ケア児が含まれていな
い

2

12

6

2



２ 医療的ケア児者の把握状況

（市町村数）

回答数：23市町村

・児童扶養手当更新申請時等に保護
者から状況を把握

・要電源重度障がい児者災害時等非
常用電源装置等購入費の助成状況

・相談支援事業所からの情報提供、保
健所から小児慢性特定疾患の受給者
情報の提供

・包括支援センター等の他機関からの
情報提供 など

５

0 5 10 15

その他

訪問看護ステーションからの情報提供

母子保健法に基づく乳幼児健康診査等

医療機関からの情報

避難行動要支援者名簿の登載情報

医療的ケア児支援の協議の場又は障害者自立支援協議会等の情報

日常生活用具の申請、支給状況

児童発達支援管理責任者等によるサービス等利用計画、モニタリング等

の情報

障がい福祉担当課等の窓口への相談、保護者からの情報提供

障害福祉サービス等の支給決定状況等受給者証情報（区分認定調査時

の情報、アセスメント内容）

特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当等の申請時診断

書情報

身体障害者手帳、療育手帳等の手帳情報

情報把握の方法
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２ 医療的ケア児者の把握状況

回答数：20市町村

（市町村数）

必要に応じて、個別ケースのみ共有している

６

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

その他

上記以外の担当課

防災担当課

その他の福祉担当課

保健担当課

障がい福祉担当課

要電源児者に関する情報を共有している部課

・包括支援センター
・地域包括ケア課

・教育課
・子育て支援課
・教育課子育て支援係

6

2

4

4

1

17



２ 医療的ケア児者の把握状況

回答数：23市町村

更新間隔：6か月,1年ごと

更新時期（内訳）
・障害福祉サービス受給申請時等来庁時：6
・その他（情報把握の都度など）：2

その他内訳
・要電源重度障がい児者災害時等非常用
電源装置等購入費助成金の申請時に更新
・計画相談及びモニタリング
・今年度更新予定

（市町村数）

７

0 2 4 6 8 10

その他

更新していない

不定期に更新

定期的に更新

情報更新の状況

7

8

2

4



２ 医療的ケア児者の把握状況

８

要電源児者の把握に係る課題等について（抜粋）

・ネブライザーや喀痰吸引などは日常生活用具等の町の補助がある者も、補助頼ら
ず個人実費で購入された場合や、人工呼吸器管理等の補助のない機器の購入を
された際の把握ができない。

・関連機関からの情報や自己申告に頼っており、避難行動要支援者個別計画の未
提出者の把握ができない懸念がある。

・把握に関しては、相談やサービス等の利用がないと把握ができない。訪問看護事
業所の情報提供も限定的なものである。



３ 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画について

●避難行動要支援者名簿における要電源児者の掲載

掲載している人数：37人

＜掲載していない主な理由＞

・要電源児者は名簿掲載の要件としていないため。ただし、本人が掲載の希望をされた
場合は掲載しているが、要電源児者かどうかの確認は行っていないため、掲載人数は
不明。
・令和4年4月から始まった要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費

助成金制度を使っての購入の場合のみの把握になっているため、以前より購入されて
いる方の把握ができていない。

・個別避難計画を作成しているが要電源児者としての区分けをしておらず、人数不明の
ため。
・要電源児者の区分での登録はしていない、ただし、障害者手帳の1～3級を所持してい
る人の登録をしている。

●避難行動要支援者名簿に掲載されている要電源児者に対する個別避難計画の作成状況

個別計画を作成済の要電源児者数：30人

＜未作成の主な理由＞

・要電源児者が把握できていないため、個別避難計画作成に取
り組めていない。

・申請時、特記事項として配慮してほしいことを記入してもらってい
る。
・防災担当課にて様式の内容を検討しており7月中には告示予定。
・個別避難計画作成準備中のため。

９

掲載
16（39％）

掲載していない
25（61％）

作成している

11（26％）

未作成（未回答含む）
22（52％）

その他
9（21％）

R2調査時よ
り増加

R2調査時

より大幅
に増加



３ 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画について

・日常的に飲んでいる薬、自立歩行、視
力・聴力、移動手段、コミュニケーション

・寝室の位置、普段いる部屋、サービス
の利用状況など
・緊急連絡先、家族人数

（市町村数）

10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

その他

電源確保の手段

かかりつけ医療機関と後方支援の医療機関名

称・連絡先

具体的な避難の方法

想定される避難先の名称・連絡先等

使用している医療機器の種類・名称

法定事項

要電源児者に対する個別避難計画の掲載情報

16

3

8

4

8

0

3



３ 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画について

＜その他の内容＞
・自治会単位で研修会を開催

・郵送で個別周知し、ホームページにより
全町民に周知
・特別支援学校等、関係者に周知 など

障がい児者等自らが、避難行動要支援者名簿への掲載を市町村に求めることが出来る取り組み

11

取組んでいる

25（59%）

検討中

7（17%）

取組んでいない

（未回答含む）

10（24%）

取組み状況

6

7

10

13

0 5 10 15

その他

広報等の全戸配布により周知

窓口等への来庁時に周知

手帳所持者へ個別周知

取組み内容 【複数回答有】



４ 避難所と避難方法について

＜その他の内容＞
・市町村が保有する発電機等を必要な避難所に運搬 １７
・市町村が連携する機関・団体にて保有する発電機等を必要な避難所に運搬 ４

指定避難所等における要電源児者の医療機器を使用するための電源の確保状況

12

全避難所

で確保

4（10%）

一部避難所で

確保

10（24%）

確保できていない

27（64%）

回答なし

１（2%）

指定避難所の電源確保状況

全避難所

で確保

3（7%）

一部避難

所で確保

9（21%）

確保できていない

26（62%）

回答なし

4（10%）

福祉避難所の電源確保状況



４ 避難所と避難方法について

指定避難所等で要電源児者が使用できるよう整備している物品等

＜発電機種別＞
・ポータブル充電器
・ハイブリットタイプ
・水発電器
・蓄電池 など

（市町村数）

13

17

0

1

1

2

8

21

0 5 10 15 20 25

整備していない

その他

痰吸引器（手動式・足踏式）

蘇生バッグ

酸素ボンベ

上記以外の発電機器

自家発電機（カセットボンベ式・ガソリン式）

整備している物品状況

R2調査時は、酸素ボンベ、

蘇生バッグ、痰吸引器の整
備はなし。



４ 避難所と避難方法について

（市町村数）

14

1

11

9

13

19

12

0 5 10 15 20

その他

避難先の想定をしていない

個別避難計画において避難先を個別に

検討

医療機関

福祉避難所

指定避難所

想定している要電源児者の避難先

＜医療機関内訳（複数回答有）＞
・かかりつけ医 ９
・最寄りの病院 ４
・災害拠点病院 ４
・主治医のいる病院 ７
・その他（介護老人保健施設） 1



４ 避難所と避難方法について

（市町村数）

15

3

9

23

1

3

0 5 10 15 20 25

その他

避難先の想定をしていない

避難所として想定しているが、調整できていない

障がい児者の情報を福祉避難所や医療機関に提供

しているが、避難先として調整はできていない

障がい児者の情報を福祉避難所や医療機関に提供

し、避難先として調整済

避難所として想定している医療機関や福祉避難所の担当部局に対す

る要電源児者の情報提供の状況

・要電源児者の情報は保有していない
・把握していない
・対象児がいない



５ 要電源児者等における災害時の非常用電源の確保のための支援等

痰吸引器の予備バッテ
リーを対象としている市町
村はなかった

16

対象としている（人工呼

吸器の予備バッテリー）

5（11%）

対象としている（その他

電源を要する医療機器

の予備バッテリー）

2（5%）

対象には含めていない

37（84%）

日常生活用具給付・貸与の事業における。要電源児者に対する医療機

器の予備バッテリーの対象可否の状況

・人口心臓用自家発電機
・ポータブル電源



５ 要電源児者等における災害時の非常用電源の確保のための支援等

該当あり（１０市町）の事業概要

○人工呼吸器等の電源が必要な医療機器を使用する在宅の障がい児者が、災害等
による停電等においても日常生活を継続する上で、必要となる非常用電源装置等の
購入に係る費用を予算の範囲内において助成する

17

該当あり

10（24%）

該当なし

32（76%）

日常生活用具給付・貸与以外に実施する市

町村独自事業の有無



６ 要電源児者に対する非常用電源装置等の購入経費等の助成制度

18

＜想定している非常用電源装置等の例＞

○正弦波インバーター発電機

○ポータブル電源等（蓄電池）

○DC／ACインバーター

「要電源在宅重度障がい児者に対する非常用電源装置等の購入経費の助成事業」の市町村事業化
及び県事業の活用の意向

医療機器のバッテリーを充電するために、ガソリン又はガスボンベ等で作動し、正弦波交流電源（ＡＣ）を出力する発電機

医療機器のバッテリーを充電するために、事前に蓄電することで停電時にも充電を可能とする正弦波交流電源（ＡＣ）を出力
する蓄電装置

自動車用バッテリーから充電を行う際、医療機器のバッテリーに接続するために、自動車用バッテリー等の直流電源（ＤＣ）を
正弦波交流電源（ＡＣ）に変換する装置

事業化し

ている

20（48%）

事業化予定
2（5%）

事業化し

ていない

19（45%）

未回答

1（2%）

市町村事業の事業化

活用する

27（64%）
活用しない

5（12%）

日常生活用具

事業で対応

3（7%）

未回答

7（17%）

県事業の活用


